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重要取組シート 

取組項目 効率的で適正な事務執行体制の確保 

現状・課題 

○ 行政組織、審議会等に関する取組 

・持続可能な都市経営を推進していくためには、簡素で効率的な組織体制の構築

が必要である。 

・審議会等の運営に必要な事務を縮減し、効果的かつ効率的に事務を執行してい

くためには、統廃合等による審議会等の簡素化が必要である。 

○ 内部統制の取組 

・内部統制の取組を推進することにより、事務上のリスクの発生を防止し、事務

の適正な執行を確保していくことが必要である。 

取 組 の 

内  容 

○ 行政組織、審議会等の簡素化 

・各種行政課題に機動的かつ柔軟に対応しつつ、重要施策や先進的な取組も積極

的に推進できるよう、小規模組織の見直しなど、組織の簡素化に関する取組を

検討の上、効率的に事務を執行できる組織体制の整備に取り組む。 

・法律により設置が義務付けられている審議会等を除き、開催実績が乏しいもの

や類似の目的を有するものなど、個々に必要性を精査の上、統廃合を進めつつ、

委員定数の見直し等に取り組む。 

○ 内部統制の取組の推進 

・内部統制の取組を全庁的に推進することにより、事務上のリスクに対応策を講

じ、適切に評価を実施するなど、PDCA サイクルの徹底による事務の適正な

執行の確保に取り組む。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ 行政組織、審議会等の簡素化に関する取組の検討（4～７月） 

□ リスクを洗い出し、発生の防止に向けた対応策を実施（4月～） 

中期 

（～11月） 

□ 組織の簡素化に係る局の見解や組織改正に係る要望等を把握し、ヒアリングを

実施（8～9月）、各局との協議調整による組織改正案の検討（10月～） 

□ 審議会等の簡素化に関する調査を行い、ヒアリング等を実施（8～11月） 

後期 

（～3月） 

□ 組織改正案の策定（1～2月）、組織改正に係る関係例規の整備（2～3月） 

□ 内部統制の取組に関する評価の実施（1～3月） 

次年度 

以降 

□ 令和 3年度の内部統制の取組に関する内部統制評価報告書の作成（4～6月） 

□ 内部統制評価報告書を監査委員の審査に付し、議会に提出して公表（7月～） 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

□ 行政組織、審議会等の簡素化に関する取組の検討（5月～） 

□ 前年度の不備を踏まえてリスク対応策を整備（4～5月） 

中期 

（～11月） 

□ 組織の簡素化に係る局の見解や組織改正に係る要望等を把握し、ヒアリングを

実施（10～11月）、各局との協議調整による組織改正案の検討（11月～） 

□ 内部統制推進本部を開催し、全庁的に点検強化の取組を推進（8月） 

後期 

（～3月） 

□ 組織改正案の策定（～1月）、組織改正に係る関係例規の整備（2～3月） 

□ 審議会等の簡素化に関する各局への調査を実施（1～3月） 

□ 内部統制の取組に関する評価の実施（2～3月） 
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